
飯田市は、ふるさと納税制度を通じて地域資源の活用促進及び地域経済の活性化を図るた

め、ふるさと納税返礼品の開発等に取り組む企業等を支援します。 

募集
期間 

令和４年８月１日(月)から８月 31 日(水)まで 
※申請期日までに必要書類を提出いただき、後日審査会を開催して補助⾦交付の適否を審査します。 

※補助金を活用して開発した商品は、飯田市ふるさと納税返礼品として令和４年度内に商品登録

することが条件です。 

■補助対象者  

市内に事業所を有する法人 

※過去にふるさと飯田応援隊募集事業への参加承認を受けていない企業等であること 

■補助対象事業 

• ふるさと納税返礼品を新たに開発する事業 

• 既存の商品を改良し、ふるさと納税返礼品とする事業 

• その他市長が適当と認める事業 

■補助対象経費 

謝礼、交通費、消耗品費、印刷費、運搬費、委託料、手数料、原材料費、賃貸料、その

他市長が適当と認める経費 

※人件費、食糧費および市長が適当でないと認めるものは補助対象外 

※補助金の交付決定前に執行した経費は補助対象外 

■補助金の額 

 補助対象経費の１／２の額（千円未満切り捨て） 上限 25 万円 

■提出書類  

 交付申請書（様式第１号）、事業実施計画書（様式第２号）、事業収支予算書（様式

第３号）※見積書を添付してください。同意書（様式第４号）、誓約書（様式第５号） 

※申請書類は、市の公式ウェブサイトからダウンロード、または飯田市広報ブランド推

進課にお問い合わせください。【ページ ID；68362111】 

■審査 

 審査会にて補助金交付の適否を内定し、9 月中に通知します。 

お問い合わせ・申請書送付先 ▶飯田市 企画部 広報ブランド推進課 
〒395-8501 ⻑野県飯⽥市大久保町 2534 番地 
電話︓0265-22-5910  メール︓furusatoiida@city.iida.nagano.jp 
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